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第 １ 回 決 算 特 別 委 員 会 会 議 記 録 

 

日　時　　令和５年９月４日（月曜日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時１６分　開会 

場　所　　水戸市議会　第１・第２委員会室　　　　　　　　　　　　　　　　　午後　零時１４分　散会 

──────────────────────── 

付託事件 

　一般会計及び特別会計決算に関する事項 

──────────────────────── 

１　本日の会議に付した事件 

　(1) 委員長の互選について 

　(2) 副委員長の互選について 

２　出席委員（１３名） 

　　委　員　長　　　小　　泉　　康　　二　　君　　　副 委 員 長　　　鬼　　澤　　真　　寿　　君 

　　委　　　員　　　池　　田　　悠　　紀　　君　　　委　　　員　　　土　　田　　記 代 美　　君 

　　委　　　員　　　細　　谷　　智　　宏　　君　　　委　　　員　　　森　　　　　智 世 子　　君 

　　委　　　員　　　滑　　川　　友　　理　　君　　　委　　　員　　　田　　尻　　由 紀 子　　君 

　　委　　　員　　　佐　　藤　　昭　　雄　　君　　　委　　　員　　　藤　　澤　　康　　彦　　君 

　　委　　　員　　　高　　倉　　富 士 男　　君　　　委　　　員　　　綿　　引　　　　　健　　君 

　　委　　　員　　　松　　本　　勝　　久　　君 

３　欠席委員（なし） 

４　委員外議員出席者（１名） 

　　議　　　長　　　大　　津　　亮　　一　　君 

５　説明のため出席した者の職，氏名 

 副 市 長 田　　尻　　　　　充　　君 副 市 長 秋　　葉　　宗　　志　　君

 市 長 公 室 長 小 田 木　　健　　治　　君 総 務 部 長 園　　部　　孝　　雄　　君

 財 務 部 長 白　　田　　敏　　範　　君 市民協働部長 小　　嶋　　い つ み　　君

 
生活環境部長 佐　　藤　　則　　行　　君

福 祉 部 長 兼 
福祉事務所長

小　　林　　秀 一 郎　　君

 こ ど も 部 長 野　　口　　奈 津 子　　君 保健医療部長 小　　川　　佐 栄 子　　君

 産業経済部長 長 谷 川　　昌　　人　　君 建 設 部 長 大　　和　　直　　文　　君

 
都市計画部長 太　　田　　達　　彦　　君

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長

永　　井　　誠　　一　　君

 消 防 局 長 大　　内　　康　　弘　　君 消 防 次 長 大　　信　　成　　人　　君
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６　事務局職員出席者 

 

 

 教 育 長 志　　田　　晴　　美　　君 教 育 部 長 三　　宅　　　　　修　　君

 選挙管理委員会 
事 務 局 長

外　　岡　　淳　　一　　君
監 査 委 員 
事 務 局 長

和　　田　　　　　隆　　君

 農 業 委 員 会 
事 務 局 長

吉　　川　　正　　浩　　君 財 政 課 長 佐　　藤　　直　　明　　君

 事 務 局 長 天　　野　　純　　一　　君 総 務 課 長 加　　藤　　清　　文　　君

 議 事 課 長 大　　嶋　　　　　実　　君 議 事 係 長 武　　井　　俊　　夫　　君

 書 記 大　　内　　し お り　　君 書 記 樫　　原　　和　　則　　君
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午前１１時１６分　開会 

○大津議長　引き続き，お疲れさまでございます。 

　本日は最初の委員会でございますので，初めに，正副委員長の互選をお願いし，委員会を進めていただき

たいと存じます。 

　それでは，年長の委員の方に臨時に委員長の職務をお執りいただき，まず委員長を選出していただきたい

と存じます。 

　出席委員中，年長の方は松本勝久委員でございますので，よろしくお願いいたします。 

〔臨時委員長　松本勝久君委員長席に着く〕 

○松本臨時委員長　大変御苦労さまでございます。 

　ただいま御指名をいただきました。年長のゆえをもって，暫時，臨時委員長を務めさせていただきます。

委員長を選出をしていきたいというふうに思います。 

　定足数に達しておりますので，委員会を開会いたします。全員出席でございます。ありがとうございます。 

──────────────────────── 

委員長の互選 

○松本臨時委員長　それでは，委員長の互選を行いたいと思いますけれども，いかような方法で選出したら

よろしいか，御意見を伺います。 

　高倉委員。 

○高倉委員　指名推選でお願いできればと思いますので，委員長のほうでお取り計らいをお願いいたします。 

○松本臨時委員長　ただいま高倉委員のほうから，委員長を指名推選というような御意見が出ましたけれど

も，いかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本臨時委員長　それでは，そのようにさせていただきます。 

　それでは，指名推選する方の氏名を高倉委員から発言をお願いします。 

○高倉委員　私は，委員長に小泉康二委員を推選したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○松本臨時委員長　ただいま，小泉委員の推選が出ましたけれども，皆さん，御意見ございませんね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本臨時委員長　それでは，委員長と交代いたします。 

　じゃ，委員長，お願いします。 

〔臨時委員長　松本勝久君退席，委員長　小泉康二君委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

委員長　小泉康二君就任挨拶 

○小泉委員長　ただいま決算特別委員会の委員長に選出をされました小泉康二でございます。 

　不慣れではございますが，委員の皆様の御協力をいただきまして，委員長としての職を務めてまいりたい

と思いますので，皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

──────────────────────── 
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副委員長の互選 

○小泉委員長　それでは，次に，日程２番の副委員長の互選であります。 

　互選につきまして，どのような方法で行うかお諮りいたします。 

　高倉委員。 

○高倉委員　副委員長につきましても，同じく指名推選でお願いできればと思います。お取り計らいをお願

いいたします。 

○小泉委員長　ただいま高倉委員から御発言がありましたように，指名推選の方法により行うことに御異議

ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　御異議なしと認めます。 

　それでは，ただいま発言されました高倉委員から，推選する方の氏名を発表していただくことに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　それでは，高倉委員から推選する方の氏名の発表をお願いいたします。 

○高倉委員　私は鬼澤真寿委員を適任と思い，推選させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○小泉委員長　ただいま高倉委員から鬼澤委員を副委員長に推選されましたが，これに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　御異議なしと認め，鬼澤委員が副委員長に当選されました。 

　それでは，ただいま当選されました鬼澤委員から，就任の御挨拶をいただきたいと思います。 

　まず，席の御移動をお願いいたします。 

〔副委員長　鬼澤真寿君副委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

副委員長　鬼澤真寿君就任挨拶 

○鬼澤副委員長　ただいま副委員長に選任されました鬼澤真寿でございます。 

　微力ではございますが，委員長の補佐役としまして，円滑な委員会運営に尽くしてまいりますので，委員

の皆様方の御協力のほどよろしくお願いいたします。 

──────────────────────── 

委員会の審査日程について 

○小泉委員長　それでは，委員会の審査日程についてお諮りいたします。委員会の審査の日程につきまして

は，本日を含めまして４日間となっております。前例に倣いますと，本日，執行部から決算の概要説明をい

ただき，１９日，２０日につきましては，持ち時間制で通告による質疑を行い，２１日に総括的な御意見を

伺った後，採決を行っているところでございます。 

　今年度の認定審査につきましても，同様にこのような進め方をしていきたいと存じますが，皆様いかがで
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しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　それでは，そのように決定をさせていただきます。 

　発言の通告等につきましては，決算の概要説明の後，改めて御協議をいただきたいと存じますので，御了

承願います。 

──────────────────────── 

議案説明 

○小泉委員長　それでは，認定第１号　令和４年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定につきましては，

いまだ当特別委員会に付託されておりませんが，執行部より議案の説明を願います。 

○白田財務部長　それでは，令和４年度水戸市一般会計及び特別会計の決算につきまして御説明いたします。 

　認定第１号　令和４年度水戸市一般会計及び特別会計決算につきましては，一般会計と１０の特別会計の

決算について，地方自治法の規定に基づき，監査委員の審査意見をつけて認定に付するものでございます。 

　それでは，これより説明に入らせていただきます。 

　説明につきましては，⑥の歳入歳出決算事項別明細書，実質収支に関する調書，財産に関する調書により

説明させていただきます。 

　まず，一般会計の歳入から御説明申し上げます。 

　⑥の２ページ，３ページになります。 

　１款市税につきましては，予算に対する収入率は１００.１％となっております。 

　なお，調定額に対する収納率は９７.８％であり，前年度の９７.６％から０.２％上昇しております。 

　１款市税のうち，各項目ごとの収入率について説明いたします。 

　１項市民税が９９.７％，２項固定資産税が９９.７％，３項軽自動車税が９９.２％，４項市たばこ税が

１０８.８％，５項入湯税が５.６％，ページを返していただきまして，４ページ，５ページの６項都市計画

税が１００.１％となっております。 

　２款以降につきましては，款ごとの収入率を御説明させていただきます。 

　２款地方譲与税は１０１.５％，３款利子割交付金は７０.６％，４款配当割交付金は１４０.５％となっ

ております。 

　ページを返していただきまして，６ページ，７ページをお開き願います。 

　５款株式等譲渡所得割交付金は６９.２％，６款法人事業税交付金は１１４.８％，７款地方消費税交付金

は１０７.２％，８款ゴルフ場利用税交付金は１１０.１％，９款環境性能割交付金は６９.９％，１０款国

有提供施設等所在市町村助成交付金は１００.０％となっております。 

　ページを返していただきまして，８ページ，９ページをお開き願います。 

　１１款地方特例交付金は１２６.６％，１２款地方交付税は９２.６％，１３款交通安全対策特別交付金は

８０.９％，１４款分担金及び負担金は８６.５％となっております。 

　１０ページ，１１ページを飛ばしまして，１２ページ，１３ページをお願いいたします。 

　下段にございます１５款使用料及び手数料は，収入率９３.４％となっております。 
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　恐れ入ります。２４ページ，２５ページまでお進みください。 

　１６款国庫支出金は，収入率８８.５％となっております。 

　なお，令和５年度で約２６億円を繰り越しておりまして，この額を加えました実質的な収入率は

９５.５％でございます。 

　３８ページ，３９ページまでお進み願います。 

　１７款県支出金は，収入率９５.７％となっております。 

　なお，令和５年度で約６,０００万円を繰り越しておりまして，この額を加えました実質的な収入率は

９６.３％でございます。 

　５０ページ，５１ページまでお進みください。 

　１８款財産収入の収入率は，６９.２％となっております。 

　ページを返していただきまして，５２ページ，５３ページをお願いいたします。 

　１９款寄附金は，収入率８４.９％となっております。 

　ページを返していただきまして，５４ページ，５５ページになります。 

　２０款繰入金でございますが，収入率は９８.６％となっております。 

　ページを返していただきまして，５６ページ，５７ページでございます。 

　２１款繰越金は１０８.０％，２２款諸収入は１０２.５％の収入率となっております。 

　恐れ入ります。７０ページ，７１ページまでお進みください。 

　２３款市債につきましては，収入率８３.９％となっております。 

　なお，令和５年度へ約２８億円を繰り越しておりまして，これを加えました実質的な収入率は９５.９％

となります。 

　７４ページ，７５ページまでお進みください。 

　最下段にございます歳入の合計になります。 

　予算現額１,４９５億４,５６６万９,３７３円に対しまして，調定額は１,４２７億８,２５６万

６,５２９円，収入済額は１,４０９億２１１万６,５９６円となりまして，収入率は９４.２％となりました。 

　また，不納欠損額は１億５９２万５,５９９円，収入未済額は１７億７,４５２万４,３３４円であります。 

　歳入の説明につきましては，以上でございます。 

○天野議会事務局長　続きまして，歳出でございます。 

　同じく⑥の７６ページ，７７ページをお願いいたします。 

　１款１項１目議会費につきましては，執行率９６％となってございます。主な内容につきましては，議員

報酬，議会事務局職員の人件費，議会活動経費などでございます。 

○園部総務部長　同じく７６，７７ページの下段でございますが，２款総務費につきましては，執行率は

９６.７％となっております。１項総務管理費につきましては，執行率が９７.３％となっております。執行

内容の主なものにつきましては，７８，７９ページ，１目一般管理費につきましては，特別職及び一般管理

事業に従事する職員の給与費，総務事務や契約事務関係経費などでございます。 

　８０，８１ページ，２目財政管理費につきましては，財政調整基金等への積立金などでございます。下段
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の４目財産管理費につきましては，庁舎及び土地の管理費，公共用地先行取得事業会計繰出金などでござい

ます。 

　８４，８５ページ，７目デジタルイノベーション費につきましては，基幹業務システム経費，情報化推進

経費などでございます。 

　８８，８９ページ，１１目市民センター費につきましては，三の丸市民センターの長寿命化改修工事のほ

か，各市民センターの運営管理費でございます。 

　９６，９７ページ，１７目芸術館費につきましては，水戸芸術館の指定管理委託料及び運営補助金などで

ございます。１９目市民会館費につきましては，新市民会館の保留床の取得費などでございます。 

　１００，１０１ページ，２２目水戸黄門ふるさと寄附金費につきましては，寄附金の積立て及び寄附者へ

の返礼品に係る経費などでございます。 

○白田財務部長　１０２ページ，１０３ページをお開き願います。 

　２項徴税費につきましては執行率９２.９％で，執行内容の主なものといたしまして，市税の賦課徴収に

係る人件費及び事務経費であります。 

○園部総務部長　１０４，１０５ページをお開き願います。 

　３項戸籍住民基本台帳費につきましては，執行率８７.９％となっております。戸籍住民基本台帳に係る

事務費，職員給与費などでございます。 

○外岡選挙管理委員会事務局長　続きまして，１０６，１０７ページをお開き願います。 

　４項選挙費につきましては，執行率は９０.９％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１０８，１０９ページをお開きいただき，３目諸選挙費において，参議院議員通常選挙及び県議会議員一般

選挙に要した経費でございます。 

○小田木市長公室長　続きまして，１０８，１０９ページでございます。 

　５項統計調査費につきましては，執行率は９７.３％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，統計事務に従事する職員及び統計調査員の人件費等でございます。 

○和田監査委員事務局長　続きまして，１１０，１１１ページをお開きください。 

　６項監査委員費につきましては，執行率は９８.５％となっております。執行内容の主なものは，監査委

員及び事務局職員の人件費のほか，各監査等に要した経費でございます。 

○小林福祉部長兼福祉事務所長　続きまして，１１２ページ，１１３ページをお開き願います。 

　３款民生費につきましては，執行率９２.４％となっております。１項社会福祉費につきましては，執行

率は９１.５％となっており，執行内容の主なものにつきましては，１目社会福祉総務費において，市民税

非課税世帯等の臨時特別給付金に要した経費，１１４，１１５ページをお開きください。 

　２目障害福祉費においては，各種障害福祉サービスの提供に要した経費，１１６，１１７ページをお開き

ください。 

　３目高齢福祉費においては，在宅高齢者の生活支援やいきいき交流センターの整備等に要した経費，

１２０，１２１ページをお開きください。 

　６目医療福祉費において，マル福制度に係る経費，７目後期高齢者医療費において，茨城県後期高齢者医
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療広域連合への負担金等を執行したものでございます。 

○野口こども部長　続きまして，２項児童福祉費につきましては，執行率９２％となっております。執行内

容の主なものにつきましては，１目児童福祉総務費において，子育て世帯臨時特例給付金の支給や子育て支

援・多世代交流センター，こども発達支援センターの管理運営に要した経費，１２４，１２５ページをお開

き願います。 

　２目児童扶助費において，児童手当，児童扶養手当の支給に係る経費，３目保育所費において，保育所等

の運営に係る経費，１２６，１２７ページをお開き願います。 

　４目放課後児童費において，放課後児童健全育成事業に係る経費を執行したものでございます。 

○小林福祉部長兼福祉事務所長　続きまして，１２８，１２９ページをお開き願います。 

　３項生活保護費につきましては，執行率９５.４％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１３０，１３１ページをお開きください。 

　２目生活保護扶助費において，被保護者に対する扶助費に要した経費となっております。 

　続きまして，４項災害救助費につきましては，執行率は１４.２％となっております。執行内容の主なも

のにつきましては，１目災害救助費において，東日本大震災被災者に対する住宅支援に要した経費となって

おります。 

○小川保健医療部長　続きまして，衛生費について御説明いたします。 

　第４款衛生費につきましては，執行率は８７.７％となっております。第１項保健所費につきましては，

執行率は８６.４％となっており，執行内容の主なものといたしまして，１目保健所管理費につきましては，

保健所の職員給与費及び運営費などでございます。 

　１３２，１３３ページをお開きいただきまして，２目医薬費につきましては，公的病院等の支援に係る経

費，１３４，１３５ページ，４目健康増進費につきましては，各種健康診査に係る経費，１３６，１３７ペ

ージ，５目保健予防費につきましては，各種予防接種に係る経費，新型コロナウイルス感染症対応，ワクチ

ン接種に係る経費などを執行したものでございます。 

○野口こども部長　続きまして，１４０，１４１ページをお開き願います。 

　２項母子保健費につきましては，執行率７６％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

妊婦健康診査に係る経費を執行したものでございます。 

○佐藤生活環境部長　続きまして，１４２，１４３ページをお開き願います。 

　第３項墓園斎場費につきましては，執行率は７０.６％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，第１目墓園埋葬費におきまして，合葬式墓地の整備や公園墓地の維持管理に係る経費のほか，

１４４ページの第２目斎場費におきまして，新斎場の整備や現斎場の運営管理に係る経費を執行したもので

あります。 

　続きまして，１４６，１４７ページをお開き願います。 

　第４項清掃費につきましては，執行率は９４.１％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１４８ページの第２目塵芥処理費におきまして，ごみの収集運搬，処理に係る経費のほか，１５０ペー

ジの第３目し尿処理費におきまして，し尿の収集運搬，処理に係る経費を執行したものであります。 
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○園部総務部長　続きまして，１５２ページ，１５３ページをお開き願います。 

　５項上水道費につきましては，水道事業会計への繰出金でありまして，執行率は８８.４％となっており

ます。 

○長谷川産業経済部長　続きまして，同ページの５款労働費，１項労働諸費につきましては，執行率は

８８.３％となっております。執行内容の主なものにつきましては，水戸市勤労者福祉サービスセンターに

対する補助のほか，企業ガイド特設サイトの更新など，就労支援事業を執行したものであります。 

　１５４，１５５ページにまいりまして，６款農林水産業費につきましては，執行率は８８.６％となって

おります。１項農業費につきましては，執行率は８９％となっており，執行内容の主なものにつきましては，

１５８，１５９ページにまいりまして，３目農業振興費につきまして，農業担い手緊急支援金のほか，農業

農村多面的機能維持事業や，学校給食における地場農産物の活用促進事業等を執行したものであります。

４目畜産業費につきましては，畜産クラスター事業や畜産農家緊急支援金等を執行したものであります。

５目農地費につきましては，排水路の整備，県営土地改良事業に対する負担金など，農業基盤整備に要する

経費として執行したものであります。 

　１６０，１６１ページにまいりまして，７目水田農業対策費につきましては，米の経営所得安定対策事業

等を執行したものであります。 

　１６２，１６３ページにまいりまして，２項林業費につきましては，執行率は４０.４％となっており，

執行内容の主なものにつきましては，市有林の管理等に要する経費を執行したものであります。 

　３項水産業費につきましては，執行率は１００％となっており，執行内容は漁業組合に対する補助を執行

したものであります。 

　続きまして，下段の７款１項商工費につきましては，執行率は７５.８％となっております。執行内容の

主なものにつきましては，１６４，１６５ページにまいりまして，２目商工業振興費として，中小企業等を

対象とした市制度融資における利子補給や，商店街の活性化，創業支援，企業立地促進補助等のほか，エネ

ルギー価格高騰等に係る緊急対策として，各種支援金等を執行したものであります。 

　１６６，１６７ページにまいりまして，３目観光費につきましては，弘道館・水戸城跡周辺の魅力づくり，

広域観光の推進のほか，水戸黄門まつりや梅まつりをはじめとする観光祭りの開催事業等を執行したもので

あります。 

○大和建設部長　続きまして，１６８，１６９ページをお開き願います。 

　８款土木費につきましては，執行率８３.５％となっております。１項土木管理費につきましては，執行

率９５.８％となっております。１目土木総務費，２目建築指導費ともに，職員給与等が主なものでござい

ます。 

　次に，１７０，１７１ページをお開き願います。 

　１項道路橋りょう費につきましては，執行率７４.６％となっております。 

　続きまして，１７２，１７３ページをお開き願います。 

　２目道路橋りょう維持費につきましては，舗装道路の維持補修及び橋りょうの定期点検を行ったものでご

ざいます。 
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　続きまして，１７４，１７５ページをお開き願います。 

　３目道路新設改良費につきましては，河和田・開江線ほか２０路線の道路新設改良事業のほか，狭あい道

路整備事業，側溝新設改良事業を行ったものでございます。 

　１７６，１７７ページをお開き願います。 

　４目交通安全施設整備費につきましては，常澄８－２２０３号線のほか，通学路の整備等，交通安全対策

を行ったものでございます。 

　３項河川費につきましては，執行率８３.１％となっております。１目河川総務費につきましては，河川

事務に関わる職員給与等でございます。 

　１７８，１７９ページをお開き願います。 

　２目排水路費につきましては，酒門町ほか１２地区の排水路整備を行ったものでございます。 

　１８０，１８１ページをお開き願います。 

　３目河川改良費につきましては，東野町普通河川のしゅんせつなどを行ったものでございます。 

○太田都市計画部長　続きまして，同ページ，４項都市計画費につきましては，執行率は８６.８％となっ

ております。執行内容の主なものにつきましては，１目都市計画総務費におきまして，泉町１丁目北地区市

街地再開発事業に対する補助金のほか，内原駅南口周辺地区整備事業等に係る経費を執行したものでござい

ます。 

　１８４，１８５ページをお開き願います。 

　４目街路整備事業費につきましては，都市計画道路３・３・１６号梅香下千波線ほか，５路線の街路整備

事業に係る経費を執行したものでございます。５目都市下水路費につきましては，各都市下水路の整備工事

に係る経費を執行したものでございます。 

　１８６，１８７ページをお開き願います。 

　６目公園費につきましては，千波公園の整備をはじめ，公園施設の長寿命化改修等に係る経費を執行した

ものでございます。 

　１８８，１８９ページをお開き願います。 

　５項住宅費につきましては，執行率は７２.６％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１９０，１９１ページをお開きいただきまして，２目住宅建設費におきまして，平須町住宅をはじめ，市営

住宅の長寿命化型改修事業等に係る経費を執行したものでございます。 

○大信消防次長　続きまして，１９０，１９１ページをお開き願います。 

　９款消防費，１項消防費につきましては，執行率９５.７％となっております。執行内容の主なものでご

ざいますが，次のページの１９２，１９３ページの下段までの第１目常備消防費におきまして，職員給与費，

消防救助並びに救急業務に係る経費，茨城消防救急無線・指令センターの運営に係る経費を執行したもので

ございます。 

　次に，１９４，１９５ページをお開き願います。 

　中段，第３目消防設備費におきましては，南消防署移転改修事業並びに緑岡出張所改築事業に係る経費の

ほか，高規格救急車自動車等の購入に要した経費を執行したものでございます。 
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○三宅教育部長　続きまして，１９６，１９７ページをお開き願います。 

　第１０款教育費につきましては，執行率は８４.８％となっております。１項教育総務費につきましては，

執行率９３.７％となっております。執行内容の主なものにつきましては，１９８，１９９ページをお開き

いただき，３目総合教育研究所費において，水戸スタイルの教育の推進に要した経費などでございます。 

　次に，２００ページ，２０１ページをお開き願います。 

　２項小学校費につきましては，執行率７４.５％となっております。 

　なお，学校の長寿命化改良事業として，約１６億４,０００万円を令和５年度に繰り越しており，これを

加えた実質的な執行率は９６.０％となります。 

　執行内容の主なものにつきましては，ページを返して２０２，２０３ページをお開きいただき，３目小学

校建設費において，緊急安全対策として老朽化した学校施設の修繕に要した経費のほか，笠原小学校及び吉

沢小学校の増築，酒門小学校及び渡里小学校等の長寿命化改良事業の実施に要した経費などでございます。 

　次に，２０４，２０５ページをお開き願います。 

　３項中学校費につきましては，執行率９１.５％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

２０６，２０７ページをお開きいただき，３目中学校建設費において，緊急安全対策として老朽化した学校

施設の修繕に要した経費などでございます。 

○野口こども部長　続きまして，４項幼稚園費につきましては，執行率９５.３％となっております。執行

内容の主なものにつきましては，２１０，２１１ページをお開き願います。 

　３目私立幼稚園費において，私立幼稚園等の運営に係る経費を執行したものでございます。 

○三宅教育部長　続きまして，同じページになります。 

　５項社会教育費につきましては，執行率９５.９％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１目社会教育総務費において，水戸城二の丸角櫓アプローチの舗装整備に要した経費のほか，ページを

返して２１２，２１３ページをお開きいただき，２目図書館費において，指定管理者による図書館運営に要

した経費などでございます。 

○小嶋市民協働部長　続きまして，第６項保健体育費でございます。執行率は９２.８％であり，主なもの

につきましては，２２２，２２３ページの２目体育施設費において，各種スポーツ施設の運営経費を，次ペ

ージを返していただきまして，３目学校給食共同調理場費におきまして，共同調理場の運営経費をそれぞれ

執行したものでございます。 

○白田財務部長　ページを返していただきまして，２２６ページ，２２７ページをお願いいたします。 

　１１款災害復旧費につきましては，執行はありませんでした。 

　１２款公債費につきましては，市債の償還元金と利子などでございまして，執行率は９９.２％でありま

す。 

　１３款予備費につきましては，当初予算２億円から，新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策として実

施いたしました事業継続支援などに，１億２,４８２万８,５４０万円を充用したところであります。 

　ページを返していただきまして，２２８ページ，２２９ページをお開き願います。 

　最下段の歳出合計になります。 
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　予算現額１,４９５億４,５６６万９,３７３円に対しまして，支出済額は１,３５７億３１５万

４,９０５円，執行率は９０.７％となっております。 

　また，翌年度繰越額は，継続費逓次繰越，繰越明許費に事故繰越の合計で６４億２４２万９,７１５円に

なりまして，この額を加えました実質的な執行率は９５％となり，不用額は７４億４,００８万４,７５３円

となりました。 

　一般会計の決算説明は以上であります。 

○小川保健医療部長　ここから，各特別会計につきまして御説明いたします。 

　初めに，２３２ページからの国民健康保険会計について御説明いたします。 

　２３８，２３９ページをお開きください。 

　本会計の収入済額は，最下段に記載のとおり２３７億４５２万７,３３７円，予算に対する収入率は

１０７.２％となっております。主なものは，第１款国民健康保険税，第４款県支出金でございます。 

　次に，歳出でございます。 

　２５０，２５１ページをお開きください。 

　歳出総額は，最下段に記載のとおり２１６億９,０００万５,８３７円，執行率は９８.１％となっており，

主なものは，第２款保険給付費，第３款国民健康保険事業費納付金でございます。 

○長谷川産業経済部長　２５４，２５５ページをお開き願います。 

　公設地方卸売市場事業会計の決算につきまして御説明いたします。 

　本会計は，収入済額が２５６，２５７ページの最下段のとおり１４億５,９２６万８,５８４円で，予算に

対する収入率は１３１.８％となっており，主なものは１款の市場使用料や施設使用料，４款の繰越金であ

ります。 

　続きまして，２６０，２６１ページをお開き願います。 

　支出済額は７億３,８９２万２,５７５円で，予算に対する執行率は６６.８％となっており，主なものは

市場の管理運営に要する経費のほか，市場の再整備に要する経費を執行したものであります。 

　続きまして，２６４，２６５ページをお開き願います。 

　駐車場事業会計の決算につきまして御説明いたします。 

　本会計は，収入済額が２６６，２６７ページの最下段のとおり８億１,９０５万７,５１５円で，予算に対

する収入率は８８.２％となっており，主なものは，１款の赤塚駅北口駐車場使用料，２款の（仮称）水戸

芸術館東地区駐車場整備に係る国庫補助金であります。 

　２７０，２７１ページをお開き願います。 

　支出済額は７億７,０８６万２,０４３円で，予算に対する執行率は８３％となっており，主なものは，赤

塚駅北口駐車場の管理運営に要する経費のほか，駐車場整備事業に係る経費を執行したものであります。 

○白田財務部長　続きまして，２７４ページ，２７５ページをお開き願います。 

　農業集落排水事業会計の決算につきまして説明させていただきます。 

　本会計は，２７８ページ，２７９ページの最下段の歳入合計欄のとおり，収入済額が７億７,７４１万

５,３２２円で，予算に対する収入率は９５.２％となっております。歳入の主なものといたしまして，２款
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１項の農業集落排水処理施設使用料，６款１項の一般会計繰入金であります。 

　２８２ページ，２８３ページをお開きください。 

　最下段の歳出合計欄のとおり，支出済額は７億４,９７５万１,３０３円で，予算に対する執行率は

９１.８％となっております。歳出の主なものは，農業集落排水処理施設の維持管理に要する経費のほか，

市債の償還金であります。 

　なお，当該会計につきましては，地方公営企業法を全部適用し，下水道事業会計と統合したことに伴いま

して，令和４年度をもって廃止しております。 

　農業集落排水事業会計の説明は以上でございます。 

○太田都市計画部長　続きまして，２８６，２８７ページをお開き願います。 

　東前第二土地区画整理事業会計につきまして御説明いたします。 

　本会計は，最下段の歳入合計欄のとおり，収入済額は２億５,７３８万６,７７６円で，予算に対する収入

率は７９.９％となっており，主なものは，第１款の財産収入，第３款の繰越金でございます。 

　２９０，２９１ページをお開きいただきまして，最下段の歳出合計欄のとおり，支出済額は１億

１,７３４万２,６７６円で，予算に対する執行率は３６.４％となっており，主なものは，第１款の東前第

二土地区画整理事業におきまして，土地区画整理事業区域内の道路改良工事や物件移転補償等に係る経費を

執行したものでございます。 

○園部総務部長　続きまして，２９４，２９５ページをお開き願います。 

　公共用地先行取得事業会計につきましては，収入済額は２億８５８万２,５６１円，収入率は９９.９％で

あります。公債費に対する一般会計繰入金でございます。 

　また，２９６，２９７ページ，支出済額は２億８５８万２,５６１円，執行率は９９.９％であります。新

ごみ処理施設用地等の先行取得事業の市債に係る元利償還金でございます。 

○小林福祉部長兼福祉事務所長　続きまして，介護保険会計について御説明いたします。 

　３０６，３０７ページをお開き願います。 

　本会計の収入済額は，最下段の歳入合計欄のとおり２５７億６,０５８万３,８６５円で，予算に対する収

入率は１０３.３％となっております。主なものは，１款保険料，３款国庫支出金，４款支払基金交付金，

５款県支出金であります。 

　続いて，３２０，３２１ページをお開き願います。 

　歳出額は，最下段の歳出合計欄のとおり２４１億６,２３２万３,３４７円で，執行率は９６.９％となっ

ております。主なものは，２款保険給付費，３款地域支援事業費であります。 

　続きまして，介護サービス事業会計について御説明いたします。 

　３２４，３２５ページをお開き願います。 

　本会計の収入済額は７,６４０万２,３９７円で，予算に対する収入率は１３１.５％となっており，主な

ものは，１款サービス収入であります。 

　３２６，３２７ページをお開き願います。 

　歳出済額は５,３４２万２,３８０円，執行率は９１.９％となっております。主なものは，１款指定介護
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予防支援事業費において，要支援者に対するケアマネジメントに係る経費を執行したものであります。 

○小川保健医療部長　続きまして，後期高齢者医療会計について御説明いたします。 

　３３２，３３３ページをお開きください。 

　本会計の歳入総額は３８億４９３万８,４１５円，予算に対する収入率は９１.２％となっております。主

なものは，第１款後期高齢者医療保険料でございます。 

　次に，３３６，３３７ページをお開きください。 

　歳出総額は３７億９,９６９万９,９０６円，執行率は９１.１％となっており，主なものは，第２款後期

高齢者医療広域連合納付金でございます。 

○野口こども部長　続きまして，母子父子寡婦福祉資金会計について御説明いたします。 

　３４０，３４１ページをお開き願います。 

　収入済額は２,８７７万７,３１６円，予算に対する収入率は２３９.８％となっております。主なものは，

２款諸収入の貸付金に係る元利収入でございます。 

　３４２，３４３ページをお開き願います。 

　支出済額は１５８万４,５８８円，執行率は１３.２％となっております。主なものは，１款母子父子寡婦

福祉資金費において，システムの保守点検や福祉資金の貸付けに係る経費を執行したものでございます。 

○永井会計管理者兼会計課長　続きまして，３４６ページをお開きください。 

　このページからは，一般会計と特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

　一般会計につきましては，歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき

財源となります継続費逓次繰越額等を差し引きました実質収支額は，４２億３,６３９万５,０００円でござ

います。 

　次ページの国民健康保険会計から３５６ページの母子父子寡婦福祉資金会計までの１０の特別会計の実質

収支に関する調書につきましては，後ほどお目通し願います。 

○園部総務部長　続きまして，３５８，３５９ページをお開き願います。 

　財産に関する調書について御説明いたします。 

　公有財産のうち，(1)土地及び建物につきましては，まず土地の決算年度末現在高は最下段になりますが，

合計７４８万６０７.５８平方メートルで，前年度末より２万２４４.２６平方メートルの増となっておりま

す。内原町調整池等の用地取得による増などでございます。建物の延べ面積は，木造及び非木造をあわせ，

合計１００万８,１８１.５８平方メートルで，前年度末より３万２,５３０.８１平方メートルの増となって

おります。新市民会館五軒町立体駐車場，南消防署の建設などによる増でございます。 

　３６０ページをお開き願います。 

　(2)山林につきましては，面積２２万２,９１１平方メートルで，増減はございません。 

　(3)動産につきましては，該当するものはございません。 

　(4)物件につきましては，地上権で面積１１万４,９９３.９７平方メートルで，増減はございません。 

　(5)無体財産権は，著作権は１件で増減なし，商標権は水戸黄門漫遊マラソンのロゴ１件の増で，８件と

なっております。 
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　(6)有価証券は，株券が４,１４１万円で，増減はございません。 

　３６１ページを御覧願います。 

　(7)出資による権利につきましては，茨城県信用保証協会への損失補償寄託金の減により，年度末現在高

の合計は，３６２ページの合計欄のとおり８億６,３９９万１,０００円となっております。 

　(8)財産の信託の受益権につきましては，該当するものはございません。 

○永井会計管理者兼会計課長　続きまして，３６３ページから３６６ページまでの物品について御説明いた

します。 

　所得価格が１点１００万円以上の重要物品につきまして，決算年度中に移動があった物品は，区分欄に記

載した１４３品目のうち３２品目で，内訳は，増加したものが２２品目，減少したものが１０品目となって

ございます。 

　次に，３６７ページを御覧ください。 

　債権につきましては，決算年度の翌年度以降に収入となる債権の決算年度中の増減額と年度末の現在高の

状況でございます。 

　１行目の市民税個人現年課税分につきましては，令和４年度に賦課した特別徴収額のうち，令和５年度の

４月と５月に徴収する金額でございます。 

　以下，地域改善対策住宅新築資金等貸付金から市民税非課税世帯等臨時特別給付金までのそれぞれの債権

につきましても，翌年度以降に収入となる金額でございます。 

○白田財務部長　⑥の一番最後のページになります。３６８ページをお開き願います。 

　４，基金につきまして，財政調整基金をはじめとする１９基金の合計は，令和４年度中に１５億

５,４９４万３,０００円増加いたしまして，年度末現在高は７５億３,９６４万６,０００円となりました。

このうち表の一番上にございます財政調整基金でございますが，財政調整基金の年度末残高は前年度から

１１億３,１２０万４,０００円増の５７億５,５７６万円となりまして，また，３番目にございます電源立

地振興基金の年度末現在高は，新斎場整備事業の財源として活用するため，電源立地地域対策事業費補助金

の積立てを行ったことから，前年度から４億５,００１万１,０００円増の５億４,００１万５,０００円とな

っております。 

　下段の表，定額資金運用基金である土地開発基金の現在高は２５億７,０００万円でありまして，現金と

不動産の内訳は記載のとおりでございます。 

　令和４年度決算の概要につきましては，以上でございます。 

○小泉委員長　以上で，執行部の説明は終わりました。 

──────────────────────── 

発言の通告等について 

○小泉委員長　それでは，発言通告等についてお諮りいたします。初めに，質疑時間についてでございます。

前年に倣い，通告者１人当たりの持ち時間をおおむね１時間とし，通告者の質疑の後に行います関連質疑の

取扱いにつきましては，全ての通告を通して，委員１人当たりの持ち時間をおおむね１０分間といたしたい

と思いますが，いかがでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　御異議なしと認め，そのようにさせていただきます。 

　なお，発言通告の提出期限につきましては，委員長宛てに９月７日木曜日，午後５時までに提出いただく

ことでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　それでは，９月７日木曜日，午後５時までに提出をお願いいたします。 

　次に，決算審査に係る資料の請求についてでございます。 

　資料の請求は，発言通告書と同様，委員長宛てに９月７日木曜日，午後５時までに御提出いただくという

ことでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　それでは，９月７日木曜日，午後５時までに提出をお願いをいたします。 

　なお，資料請求についてでございますが，前年に倣い，決算審査に伴う資料請求は，発言通告に関連する

事項にとどめていただきますよう，御協力をお願いいたします。 

　次に，今後の審査の進め方についてお諮りいたします。委員会の審査日程が，本日を除き３日間となって

おります。今後の審査の日程や発言通告の進め方等につきましては，正副委員長に御一任をいただきたいと

思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長　それでは，そのようにさせていただきます。 

　なお，次回の委員会は，９月１９日火曜日，午前１０時から開催させていただきます。 

　それでは，本日の委員会は，この程度をもちまして散会いたします。 

　お疲れさまでした。 

午後　零時１４分　散会 


